
奈
良
県
告
示
第
五
百
五
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

施
行
者
の
名
称

宇
陀
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

大
和
都
市
計
画
下
水
道
事
業
宇
陀
市
流
域
関
連
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

変
更
後
の
事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
一
年
三
月
十
六
日
か
ら
平
成
三
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
四

事
業
地

変
更
後
の
事
業
地

収
用
の
部
分

（一）

昭
和
五
十
一
年
三
月
奈
良
県
告
示
第
六
百
五
十
号
、
昭
和
五
十
六
年
三
月
奈
良
県
告
示
第
八
百

三
十
五
号
、
昭
和
六
十
年
二
月
奈
良
県
告
示
第
七
十
二
号
、
平
成
二
年
九
月
奈
良
県
告
示
第
三
百

五
号
、
平
成
三
年
一
月
奈
良
県
告
示
第
五
百
四
十
六
号
、
平
成
七
年
九
月
奈
良
県
告
示
第
二
百
六

十
七
号
、
平
成
十
二
年
七
月
奈
良
県
告
示
第
百
八
十
四
号
及
び
平
成
十
四
年
五
月
奈
良
県
告
示
第

九
十
八
号
の
事
業
地
の
う
ち
榛
原
福
地
字
ド
ブ
、
字
檜
谷
、
字
追
付
板
、
字
観
音
講
田
、
字
地
蔵

の
元
、
字
寺
田
、
字
地
芸
田
、
字
石
ワ
キ
、
字
横
大
道
、
字
西
ケ
峯
、
字
大
畑
、
字
ド
ガ
西
及
び

字
椋
下
並
び
に
大
字
山
辺
三
字
ウ
ル
シ
ノ
木
、
字
ク
ル
ミ
タ
及
び
字
ヅ
カ
ア
ナ
ノ
モ
ト
並
び
に
大

字
額
井
字
屋
敷
廻
り
、
字
家
ノ
軒
、
字
井
戸
ノ
本
、
字
田
シ
リ
、
字
向
井
テ
ン
マ
及
び
字
テ
ン
マ

並
び
に
大
字
長
峯
字
シ
ヨ
ウ
ガ
谷
、
字
二
反
田
、
字
シ
コ
山
、
字
シ
コ
谷
、
字
フ
ロ
谷
、
字
ヲ
イ

ト
ウ
、
字
ヲ
シ
カ
山
、
字
倉
垣
内
及
び
字
山
ソ
エ
並
び
に
大
字
萩
原
字
元
萩
原
小
字
桜
田
、
小
字

精
進
田
、
字
元
玉
小
西
小
字
天
の
森
、
小
字
カ
ン
シ
ョ
ウ
及
び
小
字
西
高
田
を
削
る
。

使
用
の
部
分

（二）

昭
和
五
十
一
年
三
月
奈
良
県
告
示
第
六
百
五
十
号
、
昭
和
五
十
六
年
三
月
奈
良
県
告
示
第
八
百

五
十
五
号
、
昭
和
六
十
年
一
月
奈
良
県
告
示
第
六
百
十
一
号
、
昭
和
六
十
年
二
月
奈
良
県
告
示
第

七
百
十
二
号
、
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
奈
良
県
告
示
第
四
百
七
十
四
号
、
平
成
元
年
七
月
奈
良
県



告
示
第
百
九
十
四
号
、
平
成
二
年
九
月
奈
良
県
告
示
第
三
百
五
号
、
平
成
三
年
一
月
奈
良
県
告
示

第
五
百
四
十
六
号
、
平
成
三
年
九
月
奈
良
県
告
示
第
二
百
六
十
号
、
平
成
六
年
七
月
奈
良
県
告
示

第
百
七
十
六
号
、
平
成
七
年
九
月
奈
良
県
告
示
第
二
百
六
十
七
号
、
平
成
九
年
四
月
奈
良
県
告
示

第
四
号
、
平
成
九
年
十
二
月
奈
良
県
告
示
第
四
百
六
十
六
号
、
平
成
十
年
一
月
奈
良
県
告
示
第
五

百
二
十
四
号
、
平
成
十
二
年
一
月
奈
良
県
告
示
第
五
百
号
、
平
成
十
二
年
七
月
奈
良
県
告
示
第
百

八
十
四
号
、
平
成
十
三
年
二
月
奈
良
県
告
示
第
四
百
八
十
五
号
、
平
成
十
四
年
三
月
奈
良
県
告
示

第
五
百
七
十
九
号
、
平
成
十
四
年
五
月
奈
良
県
告
示
第
九
十
八
号
、
平
成
十
五
年
一
月
奈
良
県
告

示
第
四
百
八
十
九
号
、
平
成
十
九
年
三
月
奈
良
県
告
示
第
五
百
九
十
二
号
、
平
成
二
十
四
年
三
月

奈
良
県
告
示
第
五
百
三
十
九
号
及
び
平
成
二
十
八
年
三
月
奈
良
県
告
示
第
四
百
九
十
九
号
の
事
業

地
の
う
ち
宇
陀
市
榛
原
（
萩
原
字
元
玉
小
西
小
字
八
重
切
、
小
字
高
田
及
び
小
字
西
高
田
）
地
内

に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。
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